
 

（お知らせ） 

2024年 5月 30日 

四国電力送配電株式会社 

 

 

三次調整力②の募集量の見直しおよび 

二次調整力②・三次調整力①の前日追加調達の一時中断継続について 

 

 

当社は、需給調整市場における応札量不足が継続していること等を要因として、国の審議会※1

での整理のとおり、2024 年 5 月 3１日取引分（6 月 1 日受渡分）より、別紙のとおり暫定的に三次

調整力②の募集量を見直しいたしますので、お知らせします。 

 

募集量の見直しに関する情報(募集量削減係数)は、電力需給調整力取引所のホームページ

でも公表※2されます。 

 

また、2024年 4月 30日取引分（5月 1日受渡分）より開始している二次調整力②・三次調整力

①の前日追加調達の一時中断※3についても、国の審議会※1での整理のとおり、6 月以降も継続

いたします。 

 

三次調整力②の募集量の見直し措置の終了時期や、二次調整力②・三次調整力①の前日追

加調達の再開時期については、国や電力広域的運営推進機関での検討を踏まえ、改めてお知

らせします。 

 

【補足】 

・2024年 4月より需給調整市場の全商品の取り扱いを開始しましたが、募集量に対する応札量

の不足や三次調整力②の調達費用の大幅な増大等の課題が生じており、国の審議会※1 でも

その状況が報告されております。 

・三次調整力②の募集量削減係数に関して、2024年 6月 30日取引分（7月 1日受渡分）以降

の更新については、電力需給調整力取引所のホームページにて公表※2されます。 

 

 

※1 第 93回 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員

会 制度検討作業部会 資料 4「需給調整市場について」 

※2 一般社団法人 電力需給調整力取引所 HP 

※3 二次調整力②・三次調整力①の前日追加調達の一時中断について（四国電力送配電株式

会社 HP) 

 

 

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/093_04_00.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/seido_kento/pdf/093_04_00.pdf
https://www.eprx.or.jp/information/requirements_table.php
https://www.yonden.co.jp/nw/notice/__icsFiles/afieldfile/2024/04/26/20240426.pdf
https://www.yonden.co.jp/nw/notice/__icsFiles/afieldfile/2024/04/26/20240426.pdf


 

（別紙） 

2024年 5月 30日 

四国電力送配電株式会社 

 

 

三次調整力②の募集量削減係数について 

（2024 年 6 月 1日～6 月 30 日受渡分） 

 

 

2024年 6月 1日～6月 30日受渡分における三次調整力②の募集量削減係数を以下のとおり

公表します。 

 

 

適用年月日 

(受渡日) 

募集量削減係数 

1 ブロック 

(0-3 時) 

2 ブロック 

(3-6 時) 

3 ブロック 

(6-9 時) 

4 ブロック 

(9-12 時) 

5 ブロック 

(12-15時) 

6 ブロック 

(15-18時) 

7 ブロック 

(18-21時) 

8 ブロック 

(21-24時) 

2024 年 6 月 1 日 

～6 月 30 日 

0.837 0.904 0.450 0.481 0.423 0.446 0.880 0.934 

 

※1 見直し後の三次調整力②の募集量は、二次調整力②・三次調整力①の前日追加調達分を除いた三次

調整力②の募集量に「募集量削減係数」を乗じることで算出 

※2 募集量削減係数は、直近約 1 ヶ月(2024年 5月 1日～5月 29日受渡分)の取引実績（電力需給調整力

取引所で公表している取引実績の速報値）より、以下のとおり算定 

各ブロックの募集量削減係数 ＝ 直近約 1 ヶ月の全エリア・各ブロックの調達率平均 

                      ＝ 直近約 1 ヶ月の全エリア・各ブロックの約定量合計÷二次調整力②・

三次調整力①の前日追加調達分を除いた三次調整力②の募集量合計 

※3 なお、システムトラブル等の問題により募集量・約定量が正しく公表されていない場合には、国とも連携

の上で補正を実施 

 

 

以 上  

 


